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 労働・不動産・IT・企業法務など各

分野の経験豊富な弁護士が在籍する弁

護士法人THP（本社：東京都千代田区 

代表：二森礼央）は、現在一般接種が

実施されている新型コロナウイルスワ

クチンの職域接種に関して、会社での

ワクチン接種等で起こりうる問題な

ど、いくつかの事例を解説いたしま

す。 

 

コロナウイルスワクチンの職域接種については、海外の企業でワクチン接種を拒否したとして、従

業員数名が解雇されたといった事例があり、日本においても今後企業等での人材確保や感染拡大を防

ぐためのワクチン接種にあたって様々な問題が起こりうると考えられます。弊所でもお問い合わせを

いただくことが増えており、今回代表的な事例をご紹介いたします。 

 

・・・・・・・・・・ 

事例1. （会社側）社内感染を防ぐため従業員にワクチン接種を強制できますか？ 

・・・・・・・・・・ 

＜解説＞ 

結論としては、従業員へのワクチン接種の強制は原則できません。予防接種法（※）第8条及び第9条

にあるように、予防接種は行政が勧奨する上で国民に努力義務を生じさせます。ワクチン接種は、接

種による感染症予防等の効果と副反応のリスク等について理解した上で、受ける方の同意があって接

種が行われるとされ、個人の意思に委ねられています。 

会社として、従業員にワクチン接種を勧めること自体は基本的に問題ありませんが、心臓等に基礎疾

患があるなど予防接種要注意者の場合には、推奨するべきではないと言えます。 

また、従業員にワクチン接種を推奨する場合、従業員に特別休暇を付与するなどの対応方法がありま

す。 

 

（※）国民の健康を感染症から守るため、公的なしくみとして実施される予防接種の制度について定

める法律。 

 

・・・・・・・・・・ 

 

労働問題に詳しい弁護士が 

新型コロナウイルスワクチンの職域接種に関わる事例を解説 

 
～「会社でのワクチン接種を強制できるか」など起こりうる問題を会社側・従業員側ともに事例紹介～ 



事例2.（会社側）従業員がワクチン接種を拒否した場合、何らかの処罰を課せるのか？ワクチン接種

をせずにウイルスに感染した場合の処分はできるのか？ 

・・・・・・・・・・ 

＜解説＞ 

結論としては、従業員がワクチン接種を拒否した場合も接種をせずにウイルスに感染した場合もペナ

ルティを課すことや処分することは原則できません。理由としては、事例1での解説にもあるよう

に、ワクチン接種は、接種による感染症予防等の効果と副反応のリスク等について理解した上で、受

ける方の同意があって接種が行われるとされ、個人の自由意思となるからです。 

 

・・・・・・・・・・ 

事例３. ワクチン接種や接種後の副反応による欠勤や遅刻など、勤怠の取扱いはどうなりますか？ 

・・・・・・・・・・ 

＜解説＞ 

（従業員側）ワクチン接種に関わる勤怠に関しては、会社で決められている就業規則に従うこととな

ります。 

 

（会社側）前述の通り、ワクチン接種は個人の自由意思となるため、ワクチン接種時の勤怠に関わる

対応方針は会社の判断で決定できます。接種時間は基本労働時間としてみなし、接種時間が半日以上

かかる場合や接種後の副反応による体調不良での欠勤などは年次有給休暇取得といった対応が多いで

す。こうした対応方針を公表している企業もあります。特別休暇の付与も考えられますが、このよう

な対応をすることは会社の義務ではありません。 

 

厚生労働省によると、「職場における感染防止対策の観点からも、労働者が安心して新型コロナワク

チンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用で

きる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいもの（中略）新型コロナワクチンの接種を希

望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて検討することが

重要（※）」とされています。 

（※出典：厚生労働省ホームページ：新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け）） 

 

・・・・・・・・・・ 

事例４. （従業員側）職域接種で会社にてワクチン接種後に体調不良など健康被害が生じた場合、労

災扱いになりますか？ 

・・・・・・・・・・ 

＜解説＞ 

結論としては、ワクチン接種は従業員の自由意思によるものとなるため、業務とは関係がないとされ

るため、基本的には労災保険の給付対象とはなりません。ただし、厚生労働省によると、高齢者施設

等の従事者や医療関係従事者は労災保険の対象となります。 

・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・ 

事例5. 会社で実施する職域接種に参加せずワクチンを受けていない従業員に対して、職場で批判さ

れたり差別的な扱いをされるといったワクチンハラスメントが起きた場合、会社ではどういう対応

をすべきですか？ 

・・・・・・・・・・ 

＜解説＞ 



ワクチンハラスメントは法律上、定義が定められていませんが、会社と従業員との労使間で起こりう

るハラスメントの一種として、基本的に安全配慮義務違反または不法行為につながる場合があります

。企業としては、社内でワクチン接種に関するガイドラインを設けるなど、こうしたワクチンハラス

メントが起きないように社内周知するべきかと思います。 

また、ハラスメントと言っても様々なケースがあるため、個別に対応する必要があり、内容によって

は法律相談が必要となることもあるでしょう。 

・・・・・・・・・・ 

 

■事例解説弁護士：二森 礼央 

弁護士法人THP代表弁護士。社会保険労務士。1986年兵庫県生まれ 。第二東京弁護士会所属。 労働

問題の解決に定評のある弁護士として活躍している。 

 

以上、今回はコロナウイルスワクチンの会社での職域接種に関して代表的な5つの事例をご紹介しま

したが、他にも様々な事例があります。 

弊所ではこの他にもコロナ禍での不当解雇など、様々な労働問題に対応しておりますので、以下まで

お問合せください。 

 

【弁護士法人ＴＨＰについて】 

労働・不動産・IT・企業法務など各分野の経験豊富な弁護士が在籍。法人における労務や訴訟問題を

はじめ、個人における家事事件や労働問題など、あらゆる分野の専門家が複数名で担当し、より良い

サービスを提供します。 

 

所在地  ：東京都千代田区神田須田町1-10-42 エスペランサ神田須田町9B 

設立  ：2019年8月 

HP  ：https://thp-legal.com/ 

 

 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

弁護士法人ＴＨＰ 広報担当 

TEL：03-6260-8586 E-mail：info@thp.legal     

 

報道関係のみなさまへ 

弁護士法人ＴＨＰでは、様々な分野に特化した弁護士が複数在籍しております。取材や番組出演のご

依頼をはじめ、事件やニュース等のコメント・解説、制作物等の法律監修などのご依頼も承っており

ます。お気軽にお問い合わせください。 

 


